
青介協発第１０１号 

令和５年２月１６日 

 

介護支援専門員 各位 

  

                           公益社団法人青森県介護支援専門員協会 

             会 長  木 村 隆 次 
（  公  印  省  略  ） 

  
 

令和４年度 青森県介護支援専門員法定外研修 

高齢者権利擁護研修のご案内 
 

 拝啓 時下ますますご健勝のこととお喜び申し上げます。 

 日頃より当協会の事業活動に対し、ご理解とご協力を賜り感謝申し上げます。 

さて、本協会では、介護支援専門員のケアマネジメントの質の向上を目的とし、地

域医療介護総合確保基金を活用し標記研修を開催することとなりました。講義・演習

を通し、多角的に利用者の自立支援を実践するための一助となる研修会にしたいと考

えております。 

つきましては、受講を希望される方は、別紙「高齢者権利擁護研修 実施要項」を

ご確認の上、当協会ホームページ内の申込みフォームより、期日までにお申し込みく

ださい。 

 

記 

 

１．研 修 日 時  令和５年３月１５日（金）  １３：００～１６：００ 

２．研 修 方 法  ZOOM を活用したオンライン研修 定員５０名 

３．受 講 料  無 料 

４．申 込 期 限  令和５年２月２８日（火）  

５．申 込 方 法  当協会ホームページ内の申し込みフォームにて、必要事項を入力して

お申し込みください。 

６．受講の決定  先着順とします。受講の可否については、令和５年３月６日（月） 

までにメールにて通知します。 

７．そ の 他  受講申込みにあたり、収集した個人情報は適正に管理し本研修以外 

の目的に使用することはありません。 

８．お問合せ先  公益社団法人 青森県介護支援専門員協会事務局 

青森県青森市緑１丁目１－２３ 

T E L  017－721－3731   F A X 017－721－3732 

Mail info@acma2015.or.jp 
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令和４年度青森県高齢者権利擁護研修実施要項 

 

 

１．目  的  介護支援専門員は、介護保険法第６９条の３４（介護支援専門員の義務）において、

要介護者等の人格を尊重し、公正かつ誠実にその業務を行わなくてはならないとされ

ており、より高い人権意識を保持することが望まれます。 

本研修は、高齢者権利擁護の取り組みを推進するため、高齢者の意思決定支援や成

年後見制度等に対する理解を深め、高齢者虐待の未然防止や、代弁者としての機能を

適切に行使するための専門的知識及び技術の向上を目的として開催します。 

 

２．主  催  青森県介護支援専門員協会 

３．日  時  令和５年３月１５日（水）１３時００分から１６時１０分まで 

４．研修方法  zoom を使用したオンライン研修 

５．対  象  介護支援専門員 

６．募集人員  ５０名 

７．プログラム 

時間 内 容 目 的 講 師 

13:00~ 

 13:05 
Ⅰ．オリエンテーション  事務局 

13：05~ 

13：15 
Ⅱ．開講挨拶  

公益社団法人青森県介護支援専門員

協会 会長 木村隆次 

13:15~ 

 13:40 

Ⅲ．行政説明 

高齢者虐待防止に関する調査

結果について～青森県の状況～ 

本県の高齢者虐待に関する実

態について理解する。 
青森県高齢福祉保険課 

13:40~ 

 14:40 

Ⅳ．講義 

  高齢者虐待の防止について 

高齢者虐待防止の現状と課題

を理解する。 

東北福祉大学総合福祉学部 社会福祉

学科 准教授 

認知症介護研究・研修仙台センター 

研究部長 

吉川 悠貴 氏 

14:40~ 

 14:50 
休憩   

14:50~ 

 15:20 

Ⅴ．事例演習 

  「成年後見制度の概要と虐待

ケースでの活用について」 

成年後見制度の活用事例から

実践的な知見を得る。 

板柳社会福祉協議会 事務局次長 

社会福祉士 

齋藤 拓 氏 

15:20~ 

 16:10 
Ⅵ．グループワーク 

講義、事例を踏まえた感想お

よび、自身のケアマネジメン

トへ活用できる点についてグ

ループ内で意見交換を行う。 

居宅介護支援事業所ポラリス 

管理者 

前田 由美 氏 

 


